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はじめに

出水市では、平成９年７月１０日未明に発生した、針原地区の大規模な土石
流により、２１人の尊い命が奪われ、負傷者１３人、家屋等の流出・全壊２９

棟という本市始まって以来の大災害や、平成１８年７月２２日からの県北部豪
雨は、それを上回る積算雨量と時間最大雨量により、全・半壊５００弱、床上
・床下浸水は６００棟を上回る被害を受け、多くの人命・財産が失われており
ます。
それ以降、幸いなことに大きな自然災害は発生しておりませんが、近年の災

害は、局地化、激甚化の傾向にあり、本市においても昨年と一昨年の７月、大
雨特別警報が発表され、市内各所で大雨によるがけ崩れ等の土砂災害、道路冠
水等が発生し、河川越水のおそれなど、災害は身近なものにかわりはありませ
ん。

自然の猛威から逃れること、災害の発生を防ぐことは出来ませんが、災害に
対する日頃の備えや心構えは、人命を守り被害を減らす対策となり、とても大
切なことでございます。

本冊子は、自主防災組織を牽引するリーダーとなられた方へ「自助」や、隣
保協同の「共助」に関わる自主防災組織の基本的な活動等について、認識を統
一していただくと同時に、要配慮者の区分に応じた防災対策及び要配慮者の避
難行動を支援する方々の留意事項について、具体的に記述したものです。
併せて、自助・共助能力向上のための基礎的事項を紹介させていただいてお

りますので、地域の自主防災活動の充実発展の一助となるよう御活用いただけ
れば幸いです。

今後とも、防災行政への御理解と御協力をお願いしますとともに、自主防災
組織の活動活性化に邁進していただけますようお願いします。
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災害による被害軽減に向けた「自助」「共助」「公助」

第１章 自主防災組織の重要性

第１ 自助・共助・公助の有機的連携

国民一人ひとりが主体
的に取り組む

自 助

自らの命は自らが守る

地域で相互に助け合う

共 助

地域住民で助け合う

公的な支援等である

公 助

連携が重要

１ 自 助

1

第２ 自助・共助・公助

大雨・台風、大地震等、様々な災害から自身や家族の命を守るためには、災害
に備え不断の準備が必要である。

１ 災害への備え
⑴ 非常持出物品・備蓄品の準備、家財の転倒防止等の自宅の整備
⑵ ハザードマップで危険区域と避難所位置・避難経路を確認
⑶ 防災情報（避難情報等）・気象情報の把握＝ＱＲコード

２ 避難行動
⑴ 自宅が安全な場合は、在宅避難
⑵ 安全な親戚・知人宅への立退き避難
⑶ 開設された避難所への立退き避難
⑷ 緊急安全確保時（逃げ遅れた場合）
① 水平避難（山から遠くの部屋）
② 垂直避難（１階 → ２・３階へ）

この項目を把握すると、Yahoo防災速報で
タイムラインを容易に作成できます。

突っ張り棒と下部の詰物



２ 共 助

１ 災害対処には個人や家族だけでは限界 →危険や困難を伴う。

２ 常日頃からの居住地域の交流・支援体制の確立が重要
⑴ 平常時
① 積極的なコミュニケーション

人として大事な挨拶の励行（声掛け）、連絡先確認
② 自治会行事等への積極的な参加

リサイクル収集、出水時期前の用水路等の清掃、各種自治会行事等
③ 避難行動要支援者の把握、名簿登録、相互支援バディーリスト

⑵ 災害時
① 自治会放送の活用
・ 最新の気象情報 （天候不良前）
・ 非常持出物品、備蓄品の確認 （天候不良前）
・ 荒天準備 （天候不良前）
・ 行政からの避難情報に関する放送のリピート放送（天候不良後）

② 自治会公民館の開放（自治会公民館が安全な場所である場合）
③ 初期消火、救出救助、情報伝達、要支援者の安否確認や避難誘導
④ 避難生活が長期化した場合の健全かつ自主的な避難所運営

2

１ 気象台
⑴ 警報、警戒情報等の発表
⑵ 気象情報の発信

２ 市町村
⑴ 避難所開設、避難情報（避難指示等）発令、被災後の各種証明
⑵ 長期避難時の衣食住の支援、災害ごみの処置等
⑶ 災害復旧

３ 学 校
臨時休校、登校時間変更等

４ 社会福祉協議会
ボランティアセンターの運営等

３ 公 助



第３ 自主防災組織の具体的な活動内容

１ 防災に関する知識の習得

⑴ 市主催の防災講演会及び自主防災研修会の内容を組織内に周知

① 気象情報（各種警報・台風・地震等）の基礎的知識

・ 警報の種類と台風の大きさ・強さ及び地震に関する危険度

・ ５段階の警戒レベルと防災気象情報（気象庁）チャート（下表参照）

3

※ 本チャートは、気象庁が作成した一般的な基準であり、市では今後の雨量
予測、流域雨量指数、台風の勢力・進路、潮位など当時の気象状況を分析し
て避難情報発令を判断しています。

※ 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切替える可能性が高い注意報は、警戒レベル３ （高齢
者等避難）に相当します。 「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成

命の危険 直ちに安全確保

すでに安全な避難ができず、命の危
険な状況、今いる場所よりも安全な場
所へ直ちに移動等する。

緊急安全確保

※ 必ず発令される情報で
はない。

氾濫
発生
情報

災害切迫
大雨

特別警報

数十年
に一度
の大雨

大雨の
数時間
から
２時間
程度前

避難指示

第４次防災体制
（災害対策本部設置）

危険な場所から全員避難

台風などにより暴風が予想
される場合は、暴風が吹き始
める前に避難を完了しておく。

氾濫
危険
情報

危険

土砂
災害
警戒
情報

高
潮
警
報

高
潮
特
別
警
報

高齢者等避難
第３次防災体制
（避難指示の発令を判断
できる体制）

危険な場所から高齢者等は避難
高齢者等以外の人も必要に応じ、

普段の行動を見合わせ始めたり、
避難の準備をしたり、自主的に避
難する。

大雨
警報
洪水
警報

高潮警報
に切り替え
可能性の
高い

注意報

警戒
氾濫
警戒
情報

大雨警報に
切り替えの可
能性が高い

注意報

第２次防災体制
（高齢者等避難の発令
を判断できる体制）

第１次防災体制
（連絡要員を配置）

自らの避難行動を確認
ハザードマップ等により、自

宅等の災害リスクを再確認する
とともに、避難情報の把握手段
を再確認するなど。

〇 心構えを一段高める。
〇 職員の連絡体制を確認

災害への心構えを高める。

気象
状況 気象庁等の情報 市町村の対応 住民が取るべき行動

大雨注意報

洪水注意報

大雨の
半日～
数時間前

大雨の
数日～
約１日前

早期
注意情報
（警報級の
可能性）

高潮
注意報

注 意
氾濫

注意情報



② 気象情報（各種警報・台風等）の収集要領

・ 各種注意報発表後、各テレビ局、ＡＭ・ＦＭラジオの視聴

・ 気象庁のホームページ閲覧要領

・ 気象情報に応じた避難判断基準（危険度）

③ 防災情報（避難情報等）の収集要領

・ ＭＢＣデータ放送の閲覧方法

・ 防災メール、市公式ＬＩＮＥの登録要領

④ 気象情報及び防災情報共通の収集要領

気象庁の警報発令及び市がＬアラート（鹿児島県総合防災システム）

で県へ報告時に連動する情報媒体の閲覧方法

・ テレビのテロップや各放送局のデータ放送

・ Ｙａｈｏｏ防災アプリ、※セーフティーチップス

（※は、外国人向けアプリ）

⑵ 市・消防本部の出前講座を活用した知識の習得

⑶ 自治会独自のハザードマップの作成・更新及び自治公民館等への掲示

並びに配布

自治会内の危険箇所、水利として活用可能な井戸、水槽、池、

プール等の所在をプロットした地図

⑷ 防災計画の作成・更新（ステップアップ事項）

① 編成、各班の任務、緊急連絡網、気象情報等と避難情報一覧表、避

難所一覧表

② 防災知識の普及・啓発

③ 風水害・地震に対する予防

④ 情報収集・伝達、避難誘導、初期消火等応急対策

⑤ 防災訓練

⑥ 資機材の点検・管理

4



２ 風水害・地震時に対する予防

⑴ 自治会放送による呼掛け

① 自宅周辺の荒天準備に関する啓発

屋根、雨戸、窓、ベランダ、ブロック塀、側溝、植木等の飛散防止

② 非常持出品、備蓄品の確認・準備

最低３日間（できれば１週間）生活できる程度の食糧、

使い捨て携帯トイレ等の備蓄を啓発

③ 各種注意報・警報下の行動に関する注意喚起

・ 海、河川、用排水路、ため池、側溝、急傾斜地

がけ等に近づかない。

・ 夜間、単独行動をとらない。

④ 停電・断水対策及び家財の転倒防止

⑵ 自治会内の用排水路及び側溝の枝・落ち葉の除去等

⑶ 避難行動要支援者の個別避難計画作成支援

３ 災害発生のおそれがある場合の応急対策

⑴ 情報の収集（防災メール、テレビ報道、気象庁ＨＰ）と自治会放送に

よる伝達

① 気象情報（防災メール、テレビ報道）

② 防災情報（避難情報、避難所の開設状況等）

③ 防災メール、ＬＩＮＥ、スマートフォン、ＰＣの操作に精通した会

員（自主防災組織の情報班要員）を市との連絡網に指定する。

④ 市防災行政無線放送のリピート放送

⑤ 自治会独自の防災に関する情報を放送

【例】・ 「自主防災避難所として自治公民館を〇時に開設します。」

・ 避難時の注意事項（施錠、ガス栓閉め、携行品）

・ 自治会内で避けた方がよい避難経路や用排水路等の注意喚起

5



⑵ 避難誘導

① 自主防災組織会長が必要と認めた時は、届け出た自主防災避難所

の開放・収容

② 避難指示等発令時、又は自主防災組織会長が必要と認めた時は、避

難誘導班及び避難行動要支援者の支援要員に対し避難誘導を指示する。

４ 災害発生時の応急対策

⑴ 自主防災避難所の開設・運営

⑵ 必要に応じて、給食給水活動を行う。

⑶ 地震災害時の初期消火活動

① 発見者は、速やかに「火事、〇〇さん宅」と大声で周知するととも

に１１９番通報を啓発し、自らも率先遂行する。

② 出火防止に努め、火災発生時は、初期消火に努める。

⑷ 豪雨による床下浸水のおそれがある場合、土のう作製・堆積等の軽易

な水防活動を行う。

⑸ 被災情報の正確かつ迅速な把握及び市へ報告

6



５ 災害発生のおそれがある場合及び災害発生時共通で役立つ防災訓練

（自主防災組織単独、又は周辺自主防災組織との協同訓練）

⑴ 情報収集・伝達訓練

① 情報収集訓練

・ 情報収集項目

〇 自治会内の被災状況及び災害危険個所の巡視結果

〇 自主防災避難所の避難状況

・ 上記収集項目を模擬情報として、情報班（情報収集担当）に与

え、情報班（情報収集担当）から報告内容を確認・整理する。

② 情報伝達訓練

・ 実際の大雨警報発表時にテレビ報道や気象庁ホームページ等で

警報の内容を把握し、自治会放送で伝達する。

・ 伝達事項を正確に認識しているか、聞こえ具合等を訓練後に確

認する。

⑵ 避難訓練

① 避難行動の検証

大雨警報等の模擬情報により、自主防災避難所または指定避難所等

の開設時期及び避難時の注意事項等を自治会放送により伝達し、避難

行動を検証する。

② 検証項目

・ 放送内容を正確に把握しているか。

・ 避難所到着までの所要時間と安全な経路選択をしているか。

・ 非常持出品の構成品は適切か。

・ 立退き避難時の戸締り、電気ブレーカー、ガスの

元栓等の処置状況の確認

・ 自主防災避難所開設した際、避難所収容時の受付

要領の確認
7



６ 災害発生時に役立つ防災訓練

⑴ 救出・救護訓練

① 消防本部へ出前講座依頼、又は市の防災訓練及び消防本部の訓練

計画の参照

② 救出用資器材（梯子、ロープ等）の使用方法（索具含む。）

③ 負傷者等の応急手当の方法（ステップアップ事項）

・ 人工呼吸、胸骨圧迫、ＡＥＤの使用方法

・ 圧迫・緊縛止血法、副木及び三角巾等の使用方法

④ 搬送要領（ステップアップ事項）

応急担架の作り方及び各種搬送要領

⑵ 初期消火訓練

① オイルパンや的を設置して、消火器、三角バケツ、ジェットシュー

ター等による消火要領

② 火災の種類（普通・油・電気）に応じた消火方法

（特に消火器の取扱要領）（ステップアップ事項）

③ 状況により屋内消火栓、防火扉の使用方法

（ステップアップ事項）

⑶ 給食・給水訓練

① 組織的に備蓄している非常用糧食、または個人

で備蓄している保存食の賞味期限が近い場合は、

その調理方法、食味及び食べやすさなどの確認と情報交換を目的に、

他の訓練に併せて、訓練中、又は訓練終了後に消費する。

② 炊出し器具がある場合は、その使用方法（ステップアップ事項）

７ 防災資器材等の整備

⑴ 自主防災組織結成時に配布した自主防災組織結成奨励品の確認・整備
⑵ 必要備品及び消耗品等の整備

8



１ ハザードマップの活用

9

自分の住んでいる地域や職場周辺で台風、大雨、地震といった災害が起こっ

た時、どこにどのような危険があるか、また、災害が起こった場合はどこに避

難したら良いのかという情報を地図上にまとめたもののことを言う。

住んでいる地域のハザードマップを確認し、もし災害の可能性がある地域に

住んでいる場合は、災害時の避難場所や避難経路などをしっかりと把握してお

くようにしましょう。

１ 出水市ホームページに掲載
安全・安心 →防災 →その他の防災 →各種マップ
→出水市総合防災ハザードマップ

２ 国土交通省のホームページのハザードマップポータルを選択
→ 重ねるハザードマップ
→ 災害種別を選択するか、場所入力欄に「出水市」と入力
→ 右上の「情報」で災害種別を選択する。

１ 自宅や職場等を確認（矢印、付箋紙等の目印を付ける。）
２ 自宅や職場等周辺のハザード情報を確認
３ 最寄りの避難場所とその避難経路を確認

津波等の場合は、付近の高台と避難経路を確認

１ 災害種別ごとに、自宅や職場周辺の危険箇所をしっかりと把握
２ 災害種別ごとに、危険箇所や避難のタイミングと避難場所を確認

※ 入手して手元に置いとくだけでは不十分ハザードマップとは

活用する際の着意

ハザードマップを効果的に役立てる方法

活 用 方 法

ハザードマップの検索要領

第２章 平常時の防災対策
第１ 共 通
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１時間先までの雨雲の状況

今後の雨（降水短時間予報）

雨雲の動き（ナウキャスト）

１５時間先までの雨雲の状況（数字は１時間当たりの雨量）

※ は、出水市

※ は、出水市

２ 気象・防災情報の収集
⑴ 報道の視聴（テレビ、ラジオ、ネットニュース、新聞）
⑵ 気象情報取得ツールの活用
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⑵ 気象情報取得ツールの活用

出水市及び鹿児島県薩摩地方の警報及び今後の推移

キキクル（危険度分布）

各種注意報・警報

出水市

薩摩地方

※ は、出水市

【浸水害】

【色彩区分（共通）】
黄 色 ：注意
赤 色 ：警戒
紫 色 ：危険
黒 色 ：災害切迫

【洪水害】

【土砂災害】
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⑵ 気象情報取得ツールの活用

流域雨量指数

【色彩区分】
黄色： 注意
橙色： 警戒
赤色： 非常に危険
紫色： 極めて危険
黒色： 災害切迫

台風経路図

平松上、愛護、日添、
上場、青年の家、丸塚、
定之段の雨量

出水市雨量計（市ＨＰ）



⑵ 気象情報取得ツールの活用

13

雨量計（県ＨＰ）

出水市河川水位（県ＨＰ）

江内、石坂、針原、出水、大川内の時間雨量

【春日橋水位グラフ（米之津川）の例】【手順】
１ ＱＲコードを読み込んだ後、「パ
ソコン用」か「スマホ用」を選択
２ 「水位情報」を選択
３ 「出水・伊佐」を選択
４ 「出水」を選択

米之津川、境川、高柳川、江内川、高尾野川、野田川
岩下川、折口川

１ ＱＲコードを読み込んだ後、「パソコン用」か「スマホ用」を選択
２ 「雨量情報」を選択、「出水・伊佐」を選択、「出水」を選択

手
順



２ 気象・防災情報の収集
⑶ 防災情報取得ツールの活用

14

出水市防災メール

出水市公式ＬＩＮＥ

１ 登録方法
⑴ 下記ＱＲコードを読み取る。
⑵ 次に登録用メールアドレスに件
名、本文を入力せずにメールを送
信する。

⑶ 返信されたメールに記載された
アドレス（ＵＲＬ）へインター
ネット接続する。

⑷ アドレスの確認
を行い、登録完了
メールが届けば完
了

２ 防災情報がプッ
シュ通知

１ 登録方法
下記ＱＲコードを読み取るだけ

２ 防災メールと同じ内容がプッシュ
通知される。

３ 防災情報、新型コロナ感染症の状
況、当番医等の情報を取得可能



⑶ 防災情報取得ツールの活用
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１ ＵＲＬ： https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04864.html

２ ＱＲコード

Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ（セーフティーチップス）

２ 観光庁監修で、緊急地震速報、津波警報、噴火速報、気象警報、熱中症情報、国民保護

情報、避難情報（避難指示等）のプッシュ通知及び医療関情報、交通機関情報、コミュニ

ケーションカードなど様々な役立つ機能あり

３ 対応言語は日本語、英語、中国（繁・簡）、韓国、スペイン、ポルトガル、ベトナム、タイ、

インドネシア、 タガログ、

ネパール、クメール、

ビルマ、モンゴルの

１４か国語（１５言語）

で提供してます。

１ 登録方法（スマートフォンの種類によって下記のＱＲコードを読み取る）

⑴ ダウンロード ⑵ ダウンロード
ＱＲコード ＱＲコード
（ｉＰｈｏｎｅ） （Ａｎｄｒｏｉｄ）

個別表示 一覧表示 地図表示

ＵＲＬで検索するかＱＲ
コードを読み取ると避難
所状況を閲覧できる出
水市ＨＰのページへ誘
導される。

避難所状況把握ツール

３ ＱＲコードを読み取ると開設中の
避難所名、避難所の混み具合を表示
⑴ ７０％まで 「空いています」
⑵ ７０～９０％「やや混雑」
⑶ ９０％以上 「混雑」
⑷ １００％ 「満員」

開設中の避難所について

開設中の避難所は下記ＱＲコードを読み取るか、下記のリ
ンク「開設中の避難所はここをクリックしてください。」をクリッ
クしてください。

現在、開設中の避難所の詳細の混雑状況は、添付のＰ
ＤＦデータをクリックして、ご覧ください。

なお、上記の避難所状況把握ツールの活用
要領は、添付の「【活用要領】避難所状況把握
ツール.pdf」をクリックして、ご覧ください。

４ ＰＤＦをクリックすると各避難
所の収容数と収容率を閲覧できる。

https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04864.html


⑶ 防災情報取得ツールの活用

16

ＭＢＣデータ放送

１ 登録方法
⑴ Ａｎｄｒｏｉｄの場合
「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」 → 「ＭＢＣアプリ」
→ 「インストール」を選択する。
⑵ ｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄの場合
「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」 → 「ＭＢＣアプリ」
→「開く」を選択する。

２ 防災情報のほか、行政サービスに
関する事やイベント情報などを掲載

１ 登録方法
⑴ Ａｎｄｒｏｉｄの場合
「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」
→「Ｙａｈｏｏ防災速報」
→「インストール」を選択
⑵ ｉＰｈｏｎｅの場合
「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」
→「Ｙａｈｏｏ防災速報」
→「開く」を選択

Ｙａｈｏｏ防災速報 【防災速報の画面】

２ 災害情報、気象情報が
プッシュ通知される。

３ 防災手帳を選択すると
防災上の困りごとへの対
処方法や災害への備え等
の学習資料を見ることがで
きます。
また、タイムラインを容易
に作成できます。

【防災手帳の画面】



３ 出水市避難情報発令条件（基準）
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※ 発令対象区域は、より具体的に小学校区毎を基準とする。

【各種気象情報に伴う避難情報発令基準（判断基準）】

下記条件が全て合致した場合は上表に限らず、段階を経ることなく避難
指示を発令
１ １時間前の時間雨量が３０ｍｍ／ｈ以上、１時間後の予想時間雨量が
５０ｍｍ／ｈ以上の場合

２ ２時間以内に満潮時刻を迎える場合
３ 高川ダムの全放流量が８０㎥／Ｓ以下を保持した状況から、３０分以
内に１４０㎥／Ｓ超過の放流を余儀なくされる場合

※ ただし１項目でも該当する場合は高齢者等避難の発令を検討する。

【水防団待機水位（４．１ｍ）に達した段階】
（参考：令和２年７月４日の測定値）

避難
情報

警
戒
レ
ベ
ル

キキクル
大雨
洪水

高潮
流域
雨量
指数

氾濫
情報

米ノ津川
水位

（春日橋）
（ｍ）

高齢
者等
避難

３
【赤】警戒
（警報級）

警報

注意報

（警報
の可能
性高）

【黄】
注意
情報

氾濫
注意
水位

４．４

避難
指示

４ 【紫】危険

土砂災害
警戒情報

警報 【橙】
警戒
情報

避難
判断
水位

４．９
記録的短時間大

雨情報
特別
警報

【赤】

緊急
安全
確保

５
【黒】
災害切迫

顕著な大雨情報
（線状降水帯）

【紫】
危険
情報

氾濫
危険
水位

５．６

特別警報 【黒】
発生
情報

堤防

天端
高

６．８
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４ 住民がとるべき行動

避難
情報

警戒
レベル

住民がとるべき行動

１

【災害への備えを高める。】

１ 自宅周辺の荒天準備
２ 非常持出品・備蓄品の確認
３ 報道による気象情報の収集

２

【自らの避難行動を確認】

１ ハザードマップの再確認
２ 避難所の場所、経路の再確認
３ 気象情報・防災情報の取得要領の確認及び情報
収集

高齢者
等避難

３

【危険な場所から高齢者等は避難】

１ 高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見
合わせ始める。

２ 避難準備
３ 自主的に避難する。

避 難
指 示

４

【危険な場所から全員避難】

１ 過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況
この段階までに避難を完了しておく。

２ 台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が
吹き始める前に避難を完了しておく。

緊 急
安 全
確 保

５

【命の危険 直ちに安全確保！】

１ すでに安全な避難ができず、命が危険な状況
２ 今、いる場所よりも、安全な場所へ直ちに移動等
する。



５ マイ・タイムラインの作成
⑴ マイ・タイムラインとは

洪水のような進行型災害が発生するおそれがある際に、余裕をもって逃
げるため事前に「いつ」、「何をするのか」を整理したオリジナルの避難
行動計画

⑵ マイ・タイムラインの作成手順
① 前ページの出水市避難情報発令条件（基準）により、警戒レベルと行
動基準を正しく理解する。

② 出水市ハザードマップで自宅等のハザード情報を確認する。
③ 後述の非常持出品の準備、備蓄品の準備に参考に準備・考えておく。
④ 気象・防災情報の収集
・ 本書【平時の防災対策】第１の２項「気象・防災情報の収集」を参
考（Ｐ１０～１６）に情報収集する。

・ 気象情報
テレビ・ラジオ、降水短時間予報、注意報・警報、台風経路図、

キキクル、雨量計、河川水位
・ 防災情報

テレビ・ラジオ、出水市防災メール・公式ＬＩＮＥ、避難所情報把
握ツール等

⑤ 作成例（国土交通省の作成例は次ページを参照）
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時 間 行政からの情報 主な備え・行動 備えの例

５～３
日前
２日前

１日前
半日前

５時間
前

３時間
前

１時間
前
０時間

台風予報、天気予報

注意報・警報
（警戒レベル２）

水防団待機水位到達

氾濫注意水位到達
大雨警報
高齢者等避難発令

避難判断水位到達
避難指示発令

氾濫危険水位到達
緊急安全確保発令
河川氾濫

今後の気象情報を調べる。
家族の予定を確認
非常持出品の確認
雨量等の確認
避難所・避難手段の確認
河川水位の確認
大事な物を２階へ移動
避難しやすい服装、靴準備
市内の高台を確認
戸締り確認
避難しやすい服装に着替え

立退き避難を決意
避難開始
避難完了

台風、前線を調べる。
病院で薬受領
備蓄品の確認
自宅周辺の荒天準備
ハザードマップ確認
携帯電話充電
通行止め等道路状況確認
帰宅しない家族との連絡

自宅周辺の路面状況確認

自宅周辺の異音、異臭の
有無を確認
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１
避
難
活
動
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
、
荷
物
は
で
き
る
だ
け
軽
く
し
ま
し
ょ
う
。

２
重
さ
の
目
安
は
成
人
男
性
で
１
５
ｋ
ｇ
、
女
性
で
１
０
ｋ
ｇ
程
度

３
で
き
れ
ば
家
族
全
員
に
１
つ
ず
つ
リ
ュ
ッ
ク
等
を
用
意
し
、
玄
関
先
・
車
の
ト
ラ
ン
ク
等
、

持
ち
出
し
や
す
い
場
所
に
分
散
し
て
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

６ 非常持出品
の準備

①
印
鑑
②
預
金
通
帳
③
健
康
保
険
証

④
運
転
免
許
証
⑤
住
所
録
⑥
現
金

（
紙
幣
の
他
公
衆
電
話
用
の
硬
貨
も
）

①
乾
パ
ン
②
缶
詰
③
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
火
を

通
さ
な
く
て
も
食
べ
ら
れ
る
も
の

④
水
は
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
な
ど

⑤
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
場
合
は
粉
ミ
ル
ク

屋
根
瓦
や
看
板
な
ど
の
落
下
物
や

転
倒
事
故
か
ら
頭
部
を
守
る
。

警
笛
（
遭
難
場
所
を
ア
ピ
ー
ル
）

①
下
着
②
上
着
③
手
袋
④
靴
下

⑤
ハ
ン
カ
チ
⑥
日
本
手
拭
い
、
タ
オ
ル

⑦
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
場
合
は
紙
お
む
つ

①
絆
創
膏
②
ガ
ー
ゼ
③
包
帯
④
消
毒
液

⑤
解
熱
剤
⑥
胃
腸
薬
⑦
鎮
痛
剤
⑧
目
薬

⑨
持
病
用
常
用
薬
⑩
体
温
計
⑪
マ
ス
ク

⑫
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
⑬
室
内
ス
リ
ッ
パ

①
懐
中
電
灯
（
で
き
れ
ば
1人

１
個
）

②
予
備
電
池

③
ろ
う
そ
く
（
太
く
て
安
定
的
な
も
の
）

④
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
⑤
ビ
ニ
ー
ル
袋

①
ナ
イ
フ

（
刃
渡
り
6c
m以

下
）

②
缶
切
り
③
ラ
イ
タ
ー
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非
常
持
ち
出
し
品
（
例
）

②
予
備
電
池

ス
マ
ホ
の
ラ
ジ
オ

①
小
型
で
Ｆ
Ｍ
・
Ａ
Ｍ
両
方
聴
け
る



備
蓄

品
（
例
）
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７ 備蓄品の準備

①
飲
料
水
は
１
人
１
日
３
リ
ッ
ト
ル
が
目
安

②
保
存
期
間
を
確
認
し
こ
ま
め
に
取
り
替
え
る
。

③
生
活
用
水
（
炊
事
、
洗
濯
、
ト
イ
レ
な
ど
）
は

浴
槽
や
洗
濯
機
に
貯
水

①
ア
ル
フ
ァ
米
②
レ
ト
ル
ト
食
品
③
缶
詰

④
切
り
餅
⑤
カ
ッ
プ
麺
⑥
梅
干
し

⑦
菓
子
類
な
ど
簡
単
な
調
理
や
そ
の
ま
ま

食
べ
ら
れ
る
も
の

①
卓
上
コ
ン
ロ
（
ボ
ン
ベ
は
多
め
に
）

②
固
形
燃
料
③
洗
面
具
④
生
理
用
品

⑤
紙
製
食
器
⑥
キ
ッ
チ
ン
用
ラ
ッ
プ

⑦
割
り
箸
⑧
新
聞
紙
⑨
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト

①
携
帯
鍋
（
コ
ッ
ヘ
ル
）
②
携
帯
ト
イ
レ
③
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
④
雨
具
⑤
ガ
ム
テ
ー
プ

⑥
さ
ら
し
⑦
筆
記
用
具
⑧
地
図
⑨
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
⑩
ボ
デ
ィ
ー
洗
浄
剤
⑪
予
備
眼
鏡

①
消
火
器
②
ス
コ
ッ
プ
③
バ
ー
ル
④
の
こ
ぎ
り

⑤
車
の
ジ
ャ
ッ
キ
な
ど

１
公
的
機
関
に
よ
る
救
援
（
公
助
）
の
体
制
が
整
い
、
救
助
物
資
が
届
く
ま
で
の
数
日
間
を
自
活
す
る
た
め

の
も
の
。

２
最
低
で
も
３
日
分
、
で
き
れ
ば
５
日
分
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
。



７ 備蓄品の準備

23

【その他】

被災時は電気やガスより、トイレが一番大事
⑴ 断水対策 → 風呂水、備蓄用飲料水

⑵ 「食べる、飲む、出す」の備蓄が大事
特に使い捨てトイレ（携帯用でも可）の取得・備蓄

【非常食の備蓄方法】

ローリングストック（回転備蓄）を推奨する。

⑴ 要 領
① 備蓄食品が賞味期限が近付いたら、古い物から普段の食卓で活用する。
② 消費した分は、買い足すか、味に不満があったら買い替える。
③ １００円ショップ等で備蓄品の保管箱を購入し、下図のように賞味期
限順に並べて整頓・保管する。

⑵ 効果
① 賞味・消費期限のチェックを習慣化できる。
② 比較的期限の短い物でも、非常食として活用できる。
③ 災害時に食する味に慣れることができ、ストレスを低減できる。

８ 家庭での災害対策会議 （家族で発災時の対応について認識統一）
⑴ 休日等を活用し、避難場所及び避難経路を実際に歩き、安全確認する。
⑵ 消火器、スコップ等、災害時に活用できる道具を準備しておく。

使用方法にも慣れておく。
⑶ 電話が通じない時の連絡方法（細部は後述）
① 災害用伝言ダイヤル「１７１」、公衆電話
② 携帯電話やパソコンのメール、ＳＮＳ
③ 連絡不通となった場合の集合場所
④ 小さな子供がいる場合は、送迎方法などを学校と確認しておく。

賞味期限
〇年〇〇月

一
日
目

二
日
目

三
日
目

賞味期限
〇＋１年〇〇月
一
日
目

二
日
目

三
日
目

賞味期限
〇＋２年〇〇月
一
日
目

二
日
目

三
日
目
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【災害用伝言ダイヤル（１７１）】
１ 携帯電話等の電話番号に安否情報（伝言）を録音し全国から再生確認可能
２ 操作要領

３ 注意事項
⑴ 録音時時間は１伝言３０秒以内、１電話番号に２０伝言まで登録可能
⑶ 保存期間は、登録から災害用伝言ダイヤルの提供期間終了まで
⑷ サービス提供開始は、テレビ・ラジオ等で公表

９ 災害伝言サービスの活用方法

伝言を録音する 伝言を再生する

「１」を押す 「２」を押す

「１７１」にダイヤルする

①被災地の方はご自宅の電話番号を入力
②被災地域以外の方は、被災地の方の電
話番号を市外局番から入力

「１」 「＃」を押す

「録音する」（３０秒） 「再生」する

「９」「＃」を押す（終了）

【災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）】
１ パソコンやスマートフォン等から携帯電話等の電話番号を入力して安否情
報（伝言）の登録、確認を行うことができる。

２ 操作要領
⑴ 災害用伝言板（web171） URL:https://www.web171.jp/ へアクセスする。
⑵ 連絡をとりたい方の固定・携帯電話番号を入力
⑶ 伝言を登録・確認可能
（事前に設定することで閲覧者を限定することも可能）

３ 注意事項
⑴ 文字は１伝言に全角100文字まで、電話番号20伝言まで蓄積可能
⑶ 伝言の保存時間はサービス提供終了までで、最大６ヶ月程度
⑷ 事前に設定を行うことで、登録した内容をメールまたは電話(人工音声)
にて自動的に通知することが可能

⑸ 災害用伝言板(web171)の利用料は無料
インターネット接続費用やプロバイダー利用料等が別途必要
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【災害用伝言板】
１ 携帯電話等のインターネット接続機能で、被災地の方が伝言を文字で登録
し、携帯電話等の番号をもとに全国から伝言を確認できる。

２ 操作要領

３ 注意事項

⑴ １電話番号当たり、最大１０伝言まで登録可能

（１０件を超える伝言は古いものから上書き）

⑵ 伝言の保存期間は１つの災害での災害用伝言板を終了するまで

⑶ 災害用伝言板の利用料・パケット通信料は無料

（他社の災害用伝言板のアクセスにはパケット通信料が必要）

⑷ 提供の開始、登録可能地域等の運用方法は、テレビやラジオ、インター

ネットで告知

伝言を残す 伝言を読む

「登録」を選ぶ 「確認」を選ぶ

トップ画面の「災害伝言板」を選ぶ

伝えたい項目を選ぶ
（伝言を書き込むことも可能）

その画面で「登録」を選ぶ その画面で「検索」を選ぶ

伝言の登録が完了

安否確認したい相手の
携帯電話番号を入力

伝言の検索結果が表示

※ 下記期間に、体験利用日が設定されており、擬似体験できる。

１ 毎月１日及び１５日

２ 正月三が日（１月１日～３日）

３ 防災機関（８月３０日～９月５日）

４ 防災とボランティア週間（１月１５日～１月２１日）
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区分 確認・対策

屋根
１ 瓦のひび、破損、ずれ、剥離やトタンのめくれ修理

２ 瓦やアンテナを安定させるための固定等

雨戸・シャッター ガタ・緩みの補強・修理

雨どい
１ 継ぎ目のはずれ、腐敗箇所の修理

２ 落ち葉、火山灰（土砂）のつまりの除去

窓ガラス

１ ひび割れ、ガタの修理

２ 飛散物からの防護処置

（外側をベニヤで塞ぐ、養生テープを貼る等）

ベランダ
鉢植え、物干し竿、テーブル、椅子等の落下や飛散の

可能性のある物は配置を換えるか固定する。

プロパンガス
転倒防止のため、固定された土台に乗せ、鎖等で壁面

に固定する。

玄関周辺 出入の障害になる自転車や植木鉢等は配置換え等の処置

側溝・水路
側溝のゴミ、落ち葉及び土砂等を除去し、排水効果を

維持する。

ブロック塀

１ ひび割れや鉄筋のさび、破損箇所の修理・補強

２ 基礎がないもの、鉄筋が入っていないものは補強

３ 塀の高さが高すぎないか確認（２．２ｍ以下）

※ ベランダは２階の屋根あり、バルコニーは２階の屋根なし、テラスは１階
の屋根なしの形状

１０ 自宅周辺の確認・対策

排水溝、雨水桝の清掃

土のうで
浸水対策植木鉢、ゴミ箱など

片付ける

窓ガラスの補強

自転車を飛ばされないように固定

物干し竿を下す



自宅内の確認・対策
１ 家 具

２ 屋内配置上の留意事項

⑴ 通路・出入口周辺に転倒や移動しやすい家具等は配置しない。

⑵ 寝室や座る場所には家具を配置しない。（配置する場合は低いもの）

⑶ 地震でガラス破片等の散乱による受傷防止のため靴等を寝室に置く。

⑷ 住居内に物を置かない安全な部屋やスペースを確保する。

（地震の揺れを感じた際、当初の避難場所として活用するため）

第３ 地 震
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区分 確認・対策

食器棚
１ 扉が容易に開かないよう金具等を付ける。
２ 食器が飛び出さないよう、滑り止めシート等を敷く。
３ 突っ張り棒、下部の詰め物等による転倒防止

和ダンス・本棚 突っ張り棒、下部の詰め物等による転倒防止

暖房製品
１ 耐震自動消火装置の有無を確認
２ 付近に可燃物を置かない。カーテン付近に置かない。

照明器具
１ 電源コードの懸吊タイプは補強金具等で複数個所固定
２ 蛍光管はカバーを付けるか、耐熱テープで固定

カーテン 防火加工、難燃加工の物を使用する。

窓ガラス 内側に飛散防止フィルムを張るか養生テープを貼る。

テレビ 低い位置に配置

台風接近時の留意事項
１ 非常持出し品、備蓄品の確認（第２章第１の６、７項 Ｐ２１～２２参照）
２ 気象情報の収集（第２章第１の２項 Ｐ１０～１３参照）
３ 停電対策

懐中電灯、ラジオ、電池、バッテリー、発電機の準備及び携帯電話の充電
４ 断水対策
⑴ 飲料水の確保及び水嚢への貯水
⑵ バスタブに貯水（風呂水を抜かない。）、洗面台、洗濯機等への貯水

５ 浸水のおそれがある場合
家財道具、食料品、衣類、寝具などの生活用品を２階や部屋の高い所に移動

６ むやみに外出しない。
７ 要配慮者（病人、高齢者、乳幼児、妊婦等）

安全な場所へ避難させる。

第２ 風水害



避難行動

１ 雨戸、シャッター、窓、カーテンを閉める。

２ 竜巻発生時の留意事項

⑴ １階や地下など一番低い階の中心部で、窓のない部屋に移動

⑵ 丈夫な机やテーブルの下に入り、体を小さくして、頭部を保護する。

３ 冠水・浸水時の避難に関する留意事項

⑴ 徒 歩

① 歩行可能な水深は５０ｃｍ、水の流れが早い場合は２０ｃｍ以下であ

り、逃げ遅れた場合は、自宅や近隣建物の２階以上へ緊急避難し、救助

を待つ。

② 冠水で足元が見えない場合は、杖などで前方の

安全を確認しながら、側溝や用排水路などに落ち

ることがないように移動する。

③ 単独行動を避け、複数で声を掛けながら移動する。

⑵ 車両移動はできるだけ避ける。

３０ｃｍ程度の浸水・冠水でも、エンジン停止の可能性があり危険であ

るとともに、緊急車両の通行を阻害する可能性があるため、やむを得ない

場合を除き避ける。

第３章 発災時にとるべき行動
第１ 風水害
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第２ 地 震
１ 地震発生時
⑴ 自宅内での安全確保

区 分 行 動

安全確保 揺れがおさまるまで、頑丈な机、テーブルの下にもぐる。

火の始末

１ 小さな揺れを感じたら、直ちに火の始末をする。
２ 大きな揺れを感じたら、無理せず、揺れがおさまっ
てから、ガスコンロ、ストーブ、ファンヒーター等の
火気類の火の始末をする。

避難経路確保
玄関ドア及び窓を大きく開放し避難できるようにする。

（揺れにより、建物が歪むとドアが開閉不能となること
があるため）
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⑵ 外出中における屋内での安全確保

⑶ 屋外での安全確保

区 分 行 動

商業施設等

１ 商品棚の転倒や商品の落下、ガラス破片に注意する。

２ 揺れがおさまるまで、壁や柱に身を

寄せ、カバンや上着等で頭を保護する。

３ 火災が発生したらハンカチ等で口や

鼻を覆い避難する。

煙が多い場合は、這うようにして足

元の空気で呼吸しながら避難する。

エレベータ内

１ エレベータが自動停止しない場合は、全て

の階のボタンを押して停止した階で外に出る。

２ 閉じ込められた場合は、非常ボタンや

インターホンで 外部に連絡し救助を待つ。

３ エレベーター内に防災備品が設置されて

いる場合は、内容品を活用し救助を待つ。

地下階

１ 揺れがおさまるまで、壁や柱に身を寄せ、

カバンや上着等で頭を保護する。

２ 火災発生時は商業施設等と同様

区 分 行 動

道路上

１ カバンや上着等で頭を保護しながら、広い場所へ移動する。

２ 商業地域では看板やガラス破片等の落下物に

注意し、速やかに離れる。

３ 住宅地では転倒の可能性のあるブロック塀、

自動販売機等から速やかに離れる。

運転中

１ 徐行後、道路の左側に停車しエンジン停止

２ 揺れがおさまるまで、車外に出ないでラジ

オ、携帯電話等で情報収集する。

３ 車を放置して避難せざるを得ない場合は、

ドアをロックせず、キーを付けたままにする。

公共交

通機関で

の移動中

１ 急停車に備え、つり革や手すりにつかまる。

２ 網棚の荷物落下に備え、カバンや上着等で

頭を保護する。

３ 乗務員の指示に従って行動する。

（勝手に降りない。）



30

２ 地震直後

区 分 行 動

火災発生

１ 非常ベル、鳴り物を使用するか大声で「火災」と叫びなが

ら、周囲に周知し助力を求め、消火器等で消火する。

２ 付近に消火器がない場合は、座布団等で

たたくか、密閉して消火する。

３ 炎が天井近くに届いている等、消火が困難な場合は、避難

する。

ライフ

ラインの

安全確認

１ ガス・水道

⑴ ガス・水道は安全確認できるまで使用を控え、ガス栓・

水道栓を閉める。

⑵ ガス漏れや強い揺れを検知すると安全装置により自動的

に停止するため、マイコンメータの操作要領を確認してお

く。（赤ランプ点滅はガス漏れの可能性大）

２ 停電時

⑴ 通電火災防止のため、家電のコンセント

を抜くか、ブレーカーを落とす。

⑵ 通電時までに家電や配線の破損状況を確認する。

３ トイレ

配水管の状況が確認できるまで使用せず、

簡易トイレを使用する。

情報収集 第２章第１の２項（Ｐ４～１０）を参照

安否確認
災害用伝言サービスの活用

（第２章第１の８項（Ｐ１７～１９参照）

避難行動

１ 慌てず、靴を履く。

水道管破裂等、外が冠水している場合は、長靴以外の靴に

する。

２ 非常持出品を携行して避難する。（第２章第１ Ｐ２１参照）
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第３ 津 波（避難行動）

（ポスター、標高一覧・・・）

【津波に関する避難情報の特徴】（避難情報に関するガイドライン「内閣府」）
津波は、災害の切迫度が段階的に高まる災害（洪水・土砂災害等）でと異なり、

一刻も早く、高い所への立退き避難が望ましいため、「緊急安全確保」ではなく、
「避難指示」を発令します。
さらに、避難情報には、警戒レベルを付さないこととしています。

【重 要】
１ 津波警報・大津波警報が発表されたら、市の避難指示を待つことなく、迷わ
ず高い所へ避難しましょう。

２ 避難所まで遠い場合や要配慮者以外の方は原則として徒歩避難
３ 津波災害のおそれがある地域にいる方、海沿いにいる方は、地震等に伴う強
い揺れや、長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、津波警報等の発表や、市
の「避難指示」の発令を待つことなく、自主的かつ速やかに安全な高い場所に、
避難してください。

４ 自宅等の津波ハザード情報や市内の主要施設等の標高一覧は、出水市ホーム
ページや出水市ハザードマップを御確認ください。

【気象庁ホームページより】
津波による災害の発生が予想される場合は、地震発生後、約３分で大津波警報、津波警報、津波注意報
を発表します。その後、「予想される津波の高さ」、「津波の到達予想時刻」等の情報を発表します。

区
分

予想される津波の高さ

とるべき行動 避難の範囲数値での発表
（発表基準）

巨大地震の
場合の表現

大
津
波
警
報

１０ｍ超
（10ｍ＜高さ）

巨大１０ｍ
（5m<高さ≦10m）

５ｍ
（1m<高さ≦５ｍ）

津
波
警
報

３ｍ
(1m<高さ≦3m)

高い

津
波
注
意
報

１ｍ
(20cm<高さ
≦1m)

表記しない

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や
避難ビルなど安全な場所へ避難してください。

津波は繰り返し襲ってく
るので、大津波・津波警報
が解除されるまで安全な場
所から離れないでください。

ここなら安心と思わず、より高い
場所を目指して避難しましょう！

海の中にいる人は、ただち
に海から上がって、海岸から
離れてください。
津波注意報が解除されるま

で海に入ったり海岸に近づい
たりしないでください。

お住いの市
町村の津波ハ
ザードマップ等
で、浸水が推
定され区域を
確認しておきま
しょう。
また、津波の
規模は様々で
あり、実際には
浸水想定を上
回る津波が
襲ってくること
もあるので、最
大級の避難を
心がけましょう。

津波警報発表や避難情報発令を待つことなく、より高い所へ避難を

31
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市内施設等の標高一覧表

区分 地区名 施設名 表示標高（ｍ）

指定避難
所

及び

指定緊急
避難場所

出水

大川内

上場小学校 ４７４．３

上場活性化施設秋桜館 ４８７．５

大川内中学校 ９７．１

大川内農業者トレーニングセンター ９８．０

東出水

出水市役所（多目的ホール）※ １２．６

出水市役所（大会議室） １２．６

東出水小学校 ２９．７

ＮＴＴ出水ビル １４．７

保健センター （１Ｆ）※ １２．３

保健センター （２Ｆ） １２．３

総合武道場 １５．８

屋内ゲートボール場 １９．４

総合体育館 １３．２

出水

青年の家(小原山体育館) １１８．２

出水小学校 ３９．４

出水中学校 ２５．６

出水市民交流センター １５．８

西出水
西出水小学校 ４１．２

高齢者ふれあいセンター ２６．３

米ﾉ津東

切通小学校 １２．３

米ﾉ津農村環境改善センター ６．５

米ﾉ津東小学校 １３．４

米ノ津

米ﾉ津中学校 ３．６

米ﾉ津小学校 ３．１

津山自治公民館 １２．８

荘
鶴荘学園（前期課程） １０．４

鶴荘学園（後期課程） ９．６

※印は、要配慮者優先
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市内施設等の標高一覧表

区分 地区名 施設名 表示標高（ｍ）

指定避難
所

及び

指定緊急
避難場所

高尾野

西部 高尾野小学校 ５１．１

中部 高尾野中学校 ５８．２

東部

高尾野市民交流センター ※ ４８．８

高尾野農業者健康管理センター ４２．９

地域交流スペース ※ ４０．８

高尾野体育館 ◎ ４８．２

北部
下水流小学校 １３．１

下水流農業者トレーニングセンター １２．６

江内

江内小学校 １１．８

江内カントリーコア ２．２

野口自治公民館 ４．７

野田

岩渕 岩渕公民館 ５３．４

屋地 屋地自治公民館 １２．４

餅井 餅井自治公民館 １１．３

青木 青木原自治公民館 ３５．５

野田
中央

野田市民交流センター ※ ３１．０

野田農村環境改善センター ３２．５

野田保健センター ３５．４

野田小学校 ３４．２

野田中学校 ３４．２

野田女子高等学校 ２６．０

野田体育館 ◎ ２８．４

野田武道館 ３６．７

注１： ※印は、要配慮者優先
２： ◎印は、ペット同行避難専用の避難所
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市内施設等の標高一覧表

区分 地区名 施設名 表示標高（ｍ）

福祉避難所 西出水 出水養護学校 １５．０

大規模災害時
避難場所

西出水

出水高等学校 ４８．４

出水工業高等学校 ４２．４

出水中央高等学校 ３９．７

米ノ津 出水商業高等学校 ３．９

学校
関係

出水

大川内 大川内小学校 ７３．０

荘
蕨島小学校 ０．７

米ﾉ津東小学校桂島分校 ２．４

高尾野 江内 江内中学校 １．７

市施設

出水

出水総合医療ｾﾝﾀ-(夜間入口横) ７．１

出水総合医療ｾﾝﾀｰ(北側駐車場) ３．０

中央図書館 １７．７

文化会館 １４．３

クレインパークいずみ ９．０

飛来里 １６．１

出水老人福祉センター ２６．8 

高尾野

ツル観察センター １．４

高尾野支所 ４８．８

高尾野農村環境改善センター ４８．０

消防署石坂分署 ３６．４

出水総合医療センター高尾野診療所 ４３．０

高尾野運動場 ２１．６

きらめきドーム ３９．２

野田
野田支所 ３１．０

出水総合医療センター野田診療所 ３３．５
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市内施設等の標高一覧表

区分 地区名 施設名 表示標高（ｍ）

地区ごと
の高台・
避難場所

出水

東出水
東光山公園 １５４．０

太田農村公園 ４７．０

出水 出水運動公園 ６８．２

西出水 西出水運動公園 ６９．９

米ﾉ津東
米ﾉ津運動公園 ２２．０

朝熊農村公園 ２８．０

米ﾉ津 津山農村公園 ８．９

高尾野

高尾野

麓コミュニティ運動公園 ３０．７

中部地区運動公園 ５７．７

たかおの交流館 ５８．８

西部地区農村公園 ３０．６

江内

江内運動場 ４６．０

荒崎展望公園 ３８．７

江内中央公園 ２．３

江内小学校宮崎分校跡地 ２０．８

野田 野田

野田運動場 ２８．２

中郡農村公園 １９．２

熊陳農村公園 ４１．１

籠土山公民館広場 ４９．５
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第４ 大 雪 （行動上の注意事項）

第５ 火山災害 （行動上の注意事項）

出水市は毎年、頻繁に雪が積もる地域ではないため、雪に不慣れなことから、

積雪時は、怪我や事故に遭遇する可能性がありますので、不要不急の外出は避け

て、やむを得ない場合は下記事項に着意しましょう。

区 分 特性及び留意事項

道路及び

横断歩道

１ 多くの車や人が通行するので、雪が踏み締められて滑りや

すい。

２ 車や徒歩で通行する際、道路上のマンホールやグレーチン

グ（鉄製格子状で側溝の蓋）の上は雪が凍結しやすいため滑

りやすい。

３ 横断歩道の白線部分は氷の膜ができやすく、滑りやすい。

階 段

雪が凍結し易く、溶けにくいため、滑ったり転んだりする可

能性があるので避けるか、手すりや外柵など、つかまれるもの

がある場合は活用する。

坂 道

１ 上るより、下りの方が滑りやすく、転びやすいので特に注

意する。

２ 手すりや外柵など、つかまれるものがある場合は活用する。

屋根や

車庫

軒下は、屋根の融けた雪や、軒先の氷柱などの落下による怪

我の可能性があるので、立ち入らない。

出水市は近隣に活火山がないため、火山噴火による噴石や火山灰による被害の

可能性は低いものの、桜島や霧島連山などで大規模噴火が起きた場合は、火山灰

による呼吸器系や目の角膜などへの健康被害が予測されるので、不要不急の外出

は避けて、やむを得ない場合は下記事項に留意しましょう。

１ 火山灰が屋内に入らないように窓を閉める。

２ 洗濯物、布団等の物干は、屋内とする。

３ 自動車の運転は、滑りやすく、特に

マンホール等の上ではスリップの可能

性があるので注意する。
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１ 共 通

⑴ 自 助

① 日頃から災害への備えに心がけ、準備することが下記の行動につなが

り、自身の安全を確保できる。

・ 具体的な避難行動をイメージすることや非常持出品や備蓄品を準備

することにより、災害発生時に落ち着いた行動ができる。

・ 迅速な避難が可能となり、救助が来るまで安全に待機できる。

② 医薬品、医療器具、福祉器具を忘れず準備する。

【例】常備薬、お薬手帳、着替え、介護用品（おむつ等）、補助具

の予備、眼鏡、補聴器、杖、健康保険証及び介護保険証のコピー

③ 非常持出品は、重くならないように注意し、リュックなど両手が使え

るような物に収納し、いつでも、すぐ取り出せる場所に備える。

⑵ 共 助

① 災害準備については、同居・別居に関わらず、家族の状況により友

人・知人の協力を得ること。

・ 非常持出品や備蓄品の準備状況をチェックする。

・ 災害対策に関する定期的な話し合いの場を持つ。

② ひとり暮らしの方や家族が外出中に被災した場合等、

家族の協力が得られない場合は、友人・知人、自主防災

組織、介護スタッフ等の協力が必要となるため、日頃から

コミュニケーションを図り、連絡先・連絡方法を把握しておく。

③ 自主防災組織や市役所等が主催する防災訓練等は、災害時の行動の準

拠を確認でき、地域の方との接点を持つことができる有効な事業なので

積極的に参加する。

第４章 高齢の方の防災対策
第１ 平常時の防災対策



38

２ ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみ

の世帯

⑴ 友人・知人、自主防災組織、民生委員などと連絡先の情報を共有する。

⑵ 事前に家族や友人・知人に避難予定の場所を連絡する。

３ 要介護の方を支援する家族や支援者の方

⑴ 主に過ごす部屋や寝具周辺には、転倒しやすい家具は配置

しない。やむを得ず配置する際は、転倒防止の対策をとる。

⑵ 避難行動に備えて、幅広のおんぶ紐など、搬送用具を準備する。

⑶ 家族から、介護職員、自主防災組織等に避難行動時に、介助が必要な旨

を説明しておく。

４ 認知症の方を支援する家族や支援者の方

⑴ 自治会等で認知症に詳しい方を見つけ、災害時の協力を依頼する。

⑵ 家族の方は認知症の方への接し方を改めて確認する。

第４章 高齢の方の防災対策
第１ 平常時の防災対策

×
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１ 共 通

⑴ 自身の安全確保

① 慌てず、落ち着いて行動する。

② 身体が不自由な方は、単独行動を避け、家族、近所の方、友人・知人、

自主防災組織の方などと声を掛けながら避難する。

⑵ 避難所到着後の行動

第２ 発災時にとるべき行動

区分 内 容

食

事

特

性

避難が長期にわたる場合など、避難所で支給される食料は日常と

異なることがあり、摂取量の減少により十分な栄養をとれず体調を

崩しやすい。

留

意

１ 非常持出品に栄養補給できる物を含める。

２ 炊き出しや、温かい物や食べやすい物の支給が

開始されたら体力・免疫力の低下防止のため、日常

同様の摂取量に心がける。

３ 摂取量低下や食欲低下を感じたら、保健スタッフ等に相談する。

排

泄

特

性

避難所はトイレの数が少なく仮設トイレ等が利用しづらいため、

水分補給を控える傾向にあり、脱水症状や便秘になりやすい。

留

意

１ 水分補給は我慢せず、普段通りの摂取に心がけ、

トイレも我慢しないようにする。

２ トイレが利用しづらい等、不満や不安がある場合

は遠慮せず、家族や避難所のスタッフ等に相談する。

清

潔

特

性

避難所は、不特定多数の避難者の共同生活の場であり、自宅と違

い衛生状態は、あまり良いとは言えない。

留

意

１ 感染症予防のため、うがいや手指用消毒薬による手の消毒、口、

尿道口、肛門付近はウェットティッシュで毎日拭く

など清潔を保つ。

２ ひとりで身体の清潔を保ちにくい場合は、遠慮

せず避難所のスタッフ、ボランティア等に相談する。
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１ 共 通

⑵ 避難所到着後の行動

第２ 発災時にとるべき行動

区分 内 容

運

動

特

性

避難所生活は運動不足になる傾向が高いが、体を動かさないと身

体機能が衰え、怪我を誘因したり寝たきり状態になる危険性がある。

留

意

１ 避難所でも散歩や体操するなど、積極的に体を動かす。

２ 自分でできることは、自分で行い、運動量を増やす意識を持つ。

２ ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみの世帯

⑴ 避難所内で知り合いを作り、話や相談できる関係へ発展させる。

⑵ 同じ自治会の方や同じ体験をした方と積極的にコミュニケーションをと

り、思いを共有し悩みを相談する。

⑶ 不安な時は、遠慮せず避難所のスタッフやボランティアに相談する。

３ 要介護の方を支援する家族や支援者の方

⑴ 命のカプセル（住所、氏名、緊急連絡先、かかりつけ医、持病、常備薬

等を記載した情報カード）を作成し、援助が必要な時には要配慮者から支

援者にいつでも渡せるようにする。

⑵ 避難所にいる医療・福祉スタッフやボランティアに、日常生活の介助の

必要性を伝える。

⑶ 介護サービスを受けている場合は、関係事業所やケアマネージャーに避

難先を伝える。
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第２ 発災時にとるべき行動

区分 内 容

特性

１ 災害による心身の疲労や生活環境の変化は、認知症の症状を悪
化させる危険性がある。

２ 認知症以外でも、目的のない夜間の徘徊、意識がもうろうとす
るなど、一過性の脳機能障がいが起こる可能性がある

留意

１ 少ない時間でも、多数の声掛けに着意し、孤独にさせないよう
にする。

２ 認知症の方への接し方は、「驚かせない」、「急がせない」、
「自尊心を傷つけない」、「介護者への声掛け」に留意する。

３ 避難所に介護経験者や認知症に詳しい方がいるか否かを確認す
る。

４ 自分の置かれた状況（時期・場所・被災状況等）がわからない
、物忘れが散見される、眠れない、昼夜逆転や徘徊の症状が見ら
れるようになったら、避難所のスタッフに相談する。

４ 認知症の方を支援する家族や支援者の方
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１ 共 通

第５章 障がいのある方の防災対策
第１ 平常時の防災対策

２ 身体障がいのある方

区分 確認・対策

非常持出品の準備
避難生活に備えて、必要な物を非常持出袋（リュッ

ク）に準備する。（第２章第１の５項 Ｐ２１参照）

かかりつけ医に災
害時の対応を相談

発災時の治療、服薬、準備しておくものなどを家族
を含めて、かかりつけ医に相談する。

医療・相談機関の
一覧表を作成

１ 体調不良や薬に関する相談ができるように、かか
りつけ医の電話番号リストを作成する。

２ かかりつけ医以外の医療機関、保健所、障がい者
支援施設等の電話番号リストを作成する。

お薬手帳の所持
発災時、かかりつけ医を受診できるとは限らないた

め、他医療機関でも服用薬が処方できるようお薬手帳
を携行する。

地域とのつながり
を保持

１ 発災時、家族だけでなく自治会の方々の協力が必
要となるので日頃から顔の見える関係を醸成する。

２ 自治会の行事、自主防災組織の防災訓練などには
積極的に参加し、つながりを作っておく。

区分 確認・対策

視覚障がいのある方
白杖、眼鏡、携帯電話、手袋（怪我防止用）、盲導犬

用のドッグフード、消耗品等

聴覚障がいのある方 筆談用メモ、筆記具、予備補聴器、電池、携帯電話等

手足の不自由な方 紙おむつ、携帯トイレ、おんぶ紐、杖、補装具等

内部機能に障がい
のある方

日常的に使用する用具、医療器具（ストマ用装具、た
ん吸引器、内服薬等）

３ 知的障がいのある方・発達障がいのある方
⑴ 自宅や連絡先がわかるものを携行させる。
⑵ 避難所の見学や人が集まる場所など、実際の環境を想定して徐々に慣れ
るようにする。

４ 精神障がいのある方・高次脳機能障がいのある方
症状や必要なサポート内容を伝えるカード（かかりつけ医、薬、本人がコ

ミュニケーションをとりやすい方法、特徴等）を携行させる。



第２ 発災時にとるべき行動
１ 身体障がいのある方

２ 知的障がいのある方・発達障がいのある方

⑴ 単独行動を避け、できるだけ家族や支援者と一緒に行動する。

⑵ 避難後も家族や支援者などの指示に従い、単独行動をしない。

⑶ 屋内に閉じ込められた場合は、声や警笛などで音を出して周囲に助けを

求める。

３ 精神障がいのある方・高次脳機能障がいのある方

⑴ ストレス（不安や緊張、疲労等）を感じやすくなるので、落ち着けない

場合は、家族や支援者、避難所のスタッフ等に落ち着ける環境を作れるよ

う相談する。

⑵ 日頃、服用している薬の飲み忘れに注意する。

区分 確認・対策

視覚障がい

のある方

１ 周囲に視覚障がいがあることを伝え、安全な

場所へ誘導してもらう。

２ 移動時は、誘導してもらう方の肘や肩に

つかまり、落ち着いて歩く。

３ 避難情報が発令されても、慌てず一人で行動せず、誰か

に誘導してもらう。

聴覚障がい

のある方

１ 周囲の人から手話、筆談、図画、ジェスチャーなどで、

災害状況や避難の必要性など教えてもらう。

２ 避難の必要がある自治会では、近隣の聴覚

障がい者の有無を確認し、自治会放送等で避

難指示が発令された場合は知らせる。

手足の不自

由な方

１ 車いすの方は、安全な場所で救助を待つ。

２ 転倒防止のため、座るか伏せるなど低い

姿勢で、落ち着くまで待つ。

内部機能に

障がいのある

方

１ 体に負担がかかるような行動は、体調悪化の可能性があ

るので、周囲の状況を確認し、落ち着いてから安全な所に

身を寄せ、救助を待つ。

２ 症状が外見ではわかりづらいので、自ら周囲に援助を求める。
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１ 物心両面の準備
⑴ 妊産婦や乳幼児は要配慮者ですが、地域の方がその状況を知らないと支
援することができないので、日頃から挨拶したり、廃品回収や一斉清掃な
どの自治会行事に積極的に参加するなどにより、自治会内に顔見知りを増
やすように心がける。

⑵ 妊娠初期に災害への備えを整える。（第２章第１項参照）
① 家具の転倒防止（Ｐ２７参照）

② 非常持出品、備蓄品（Ｐ２１参照）
ハザードマップの確認（Ｐ９参照）

③ 気象・防災情報の取得方法（Ｐ１０参照）

④ 家族・保育園等への連絡等
⑤ 災害用伝言ダイヤル１７１

災害用伝言板の活用方法の確認（Ｐ２４参照）

⑶ 乳幼児の保護者（特に２人以上の乳幼児のいる方）は、日頃から「自分
だけでできる事」「自力でできない事」「支援が欲しい事」を明らかにし
周囲に協力を求めるよう努める。

⑷ 避難や、こどもの送迎の支援者、一緒に避難する人などに事前に依頼
する。

⑸ 発災時、自宅にいる場合のとるべき行動について、
家族会議等で話し合い、イメージして項目を書き出
しておく。

第６章 妊産婦・乳幼児の防災対策
第１ 平常時の防災対策
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２ 妊産婦・乳幼児の特性に合わせた非常持出品の確認
準備する物品・数量が多いため、発災当初、命を守る最初の行動時に携行

する初動携行リュックと、一旦落ち着いてから、取りに戻る際の追送リュッ
クを準備する。

携行物品リスト 留 意

リュックの種類

初動
携行

追送
携行

常時
携行

母子健康手帳
健康保険証

常時携行し提示できるようにする。

授乳用ケープ
ミルクセット

日頃の授乳に必要な物を準備

離乳食・非常食
１ 市販の離乳食・非常食を準備
２ アレルギーに配慮した物を準備

常備薬 日頃、服用している薬、お薬手帳

ビタミン剤等 ビタミン補給用サプリメントを準備

ガーゼ
歯の汚れの除去や洗面など乳幼児

の世話に幅広く使用可能

おしりふきは身体用にも活用可能

抱っこ紐
おんぶ紐

１ 避難時、避難所で両手が使える
ので便利

２ 生活環境が変化しても密着して
いるので、こどもが安心する。

スプーン、紙コッ
プ、台所用ラップ

使い易く、多種多様に流用可能

着替え、靴、
防寒服

１ 着替えは吸水・速乾性がある物
で、数は余裕をもって準備

２ 抱っこして避難する際も、歩け
るこどもには靴を履かせると安全

生理用品
生理用品や生理用ショーツは使い

慣れた物を、余裕のある数を準備

マスク
感染症予防として、子供用、成人

用を準備

おもちゃ
使い慣れたおもちゃを準備し安心

感を与える。

おむつ、おしりふき



第２ 発災時にとるべき行動

区 分 行動・留意事項

発災直後
まずは安全確保、非常持出品袋を持って、自治会内の知り合い

や友人・知人に声をかけて、一緒に避難する。

発災時

の着意

大雨

台風

高齢者等避難や避難指示が発令されたら、指示に従

い避難する。

地震

安全な場所に移動し、乳幼児と自身を守る姿勢をと

り揺れがおさまるのを待つ。

その際、乳幼児の頭部をかばうように抱きかかえる。

避難時

の配慮

妊娠中

期後期

足元がお腹で見えないため、段差に気付かず転ぶ等、

危険な場面があるので、誰かと一緒に避難する。

乳児
乳児は、抱っこ紐やおんぶ紐を使用し、しっかり密

着して避難する。

幼児

１ 子どもの非常持出品袋の中に、氏名・生年月日・

血液型、保護者氏名・連絡先などを記載したカード

等を作成して入れる。

２ 日頃よく好んで食べるおやつや飲み物、お気に入

りのおもちゃを入れる。

３ 靴は必ず履かせて避難する。

避難所

１ 生活環境の変化や災害によるストレスは、母子に様々な影響

を与える可能性があり、日頃と様子が異なる等、不安に思うこ

とがあれば、早めに避難所のスタッフ等に相談する。

２ 乳幼児の、唇の乾燥状態、排尿回数の減少など、脱水症状の

兆候がないか注意し、こまめな水分補給に配慮する。

３ 乳幼児には、こまめに話しかけたり、スキンシップをとって、

安心感を与える。

４ 睡眠時間など、規則正しい生活リズムを整え、こどもらしい

日常生活を送れるように配慮する。
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第７章 要配慮者の避難行動を支援する方の留意事項

第１ 高齢の方の支援
１ ひとり暮らし、高齢の方のみの世帯

区分 確認・対策

特 徴

日常生活（食事、排せつ、着替え、入浴等）で、支障や困りごと
がなく、自力での行動が可能であっても、地域とのつながり
が希薄になっている可能性があるため、緊急事態等の
把握が遅延する場合がある。

留 意
速やかな情報伝達と避難誘導に努め、確実な安否

確認と状況把握を実施する。

２ 要介護の高齢の方

区分 確認・対策

特 徴
日常生活（食事、排せつ、着替え、入浴等）で

介助が必要であり、自力での行動が困難である。

留 意
１ 安否確認、生活状況の確認
２ 避難時、車いす、担架、ストレッチャー
等の補助具が必要な場合がある。

３ 認知症の方

区分 確認・対策

特 徴

記憶が曖昧で、当時の状況により幻覚・
幻聴があったり、徘徊するなど、自分の状
況を伝えたり、自分で判断し行動すること
が困難な場合がある。

留 意
確実な安否確認、状況把握と、高い確率

で避難誘導の援助が必要

共通して留意すべきことは、次の２項目を踏まえると、日頃からコミュニケー

ションをとり、いざという時には協力し合うことである。

１ 災害時、すぐ行動して頼りになるのは、自治会内の助け合い。

２ 避難行動時、最も危険度が高いのは、自力避難が困難な高齢

の方、障がいのある方、妊産婦や乳幼児であることを理解する。



第２ 障がいのある方の支援
１ 身体障がいのある方

区分 確認・対策

視覚障がい

のある方

１ 自身の目で周囲の状況を確認できないので、避難所の状

況が理解しやすいように、わかりやすい言葉で説明する。

２ 避難が必要な場合は、いきなり身体に触ることなく、声

を掛けて、どのように支援すればよいか、本人の希望を確

認してから誘導する。

３ 誘導中も周囲の状況「３ｍ歩いたら右折しますよ。」、

「３ｍ先に段差がありますよ。」を説明しながら歩く。

聴覚障がい

のある方

１ まずコミュニケーション方法（大きな声で話せば大丈夫

か否か、手話、筆談が必要か否か）を確認する。

２ 食料や水の配給等、放送による連絡があった場合は、す

ぐに周囲から手話や身振り手振り、筆談で伝達する等、避

難所のスタッフや周囲の人にも伝えて、支援する。

３ 聴覚障がいがあることが分かる目印（リボン、ネーム

プレート等）を付ける場合は、本人の了解を得る。

４ 唇の動きだけでは正確に伝わらないので、筆談や携帯の

メール画面などを使用する。

特に停電時の暗闇では手話・筆談ができないので、手の

届くところに懐中電灯などを確保する。

手足の不自

由な方

１ 車いすで移動できる経路の確保や、段差を解消する工夫

をする。

２ 車いすでの移動時は、「止まりますよ。」「前進します

よ」等、声をかけ、一人での介助が困難な場合は、複数で

協力し安全に注意しながら介助する。

３ 通路に物を置かないよう、避難者全員で協力する。

４ 介助時は、事前に適した支援方法を本人に確認する。
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第２ 障がいのある方の支援
１ 身体障がいのある方

区分 確認・対策

内部機能に

障がいのある

方

１ 個人の症状により、配慮の種類が異なるので確認する。

２ 器具の消毒・交換、医療上の手当て、用具交換等、必要

な方には、プライバシーに配慮した空間を確保する。

３ 不足する医薬品、用具は、速やかに避難所のスタッフ等

に連絡する。
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２ 知的障がいのある方・発達障がいのある方

３ 精神障がいのある方・高次脳機能障がいのある方

区分 確認・対策

特 徴
ストレスに弱い方、神経が過敏な方、人とのコミュニケーショ

ンが苦手な方など、様々な特性の方がいる。

留 意

１ 災害時は、強い不安や緊張を感じやすくなるので、支援する

方は、不安が和らぐように、「大丈夫ですよ」「心配いりませ

んよ」など、優しく丁寧に声を掛けるようにする。

２ 落ち着けなかったり、パニック状態になった場合は、慌てず

家族や周囲にいる避難所のスタッフ、保健スタッフに連絡する。

区分 確認・対策

特 徴

自分の状況や悩みごと及び困っていることなどを

上手に伝えられない、災害時の不安や恐怖によるパ

ニックで、大声や衝動的な行動をすることがある。

留 意

１ 大声で叱ったり、無理に押さえつけたりすることなく、本人

の行動の特性をよく知っている家族等から聞き取り、本人が落

ち着けるように支援する。

２ 難しい言葉や早口の言葉は、理解しづらい人がいるので、具

体的かつ、わかりやすい言葉を用いて、長文を避け、短文にな

るような項目列挙方式でゆっくり話すように配慮する。

【例】× 弁当の受け取りは少し経ってから来てください。

〇 弁当の受け取りは午前７時からです。



１ 特 性

下記のような状況を理解し、積極的に声掛けして、手を差し伸べる。

⑴ 避難に時間と支援が必要だが、周囲に遠慮していることがある。

⑵ 避難生活では、乳幼児の泣き声などで迷惑をかけないよう、避難所を出

て車中避難する方もいる。
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第３ 妊産婦・乳幼児の支援

３ 留意事項

⑴ 全 般

妊産婦や乳幼児の状況を理解し、まずは積極的に声をかけて手を差し伸

べる行動をとる。

⑵ 連絡・相談

避難所では特に妊産婦や乳幼児の心身の変化に留意し、避難所のスタッ

フや保健スタッフに連絡・相談する。

【理由】災害によるストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響を及

ぼす可能性がある。

２ 妊産婦や乳幼児の避難行動及び避難生活に関する留意事項

区分 避難行動 避難生活

妊産婦

下記により避難行動が困難である。

１ お腹が大きい

２ 身動きがとりづらい

３ 分娩後に身体が回復しない

配慮が必要な理由

１ 安静が必要

２ 寝不足になりやすい。

３ 横になりにくい

乳幼児

１ 避難行動は自立してできない。

２ 保護者や保育者が連れて避難す

ることが必要である。

日常生活が自立してで

きず、養育が必要
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第３ 妊産婦・乳幼児の支援

３ 着意事項

⑶ 生活環境の整備

乳幼児は、生活リズムを整え、安全な遊び場や時間を確保する等、こど

もらしい日常生活を送れる環境を整備する。

⑷ 避難訓練時の検討事項

訓練などの際には、妊産婦や乳幼児などの要配慮者の観点から、災害時

にどのような支援、配慮が必要か皆で検討し、災害に備える。
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１ 心肺蘇生法

第８章 自助・共助能力向上のための基礎的事項の紹介
第１ 応急手当

区分 行 動

周囲と

症状確認

倒れている人を見かけたらまず周囲の安全確認、大量出血等の症

状全般を確認する。

意識確認

１ 肩を優しくたたき「大丈夫ですか？」と呼びかける。

２ 「返答がある」「手足が動く」「痛みへの反応」等、意識の有

無を確認する。

協力要請

反応が無かった場合

１ 大声で「誰かきてください」「１１９番通報」と協力依頼する。

２ 安全であれば協力者にＡＥＤの搬送を依頼し、応急手当を行う。

呼吸確認

１ 倒れている人の口に耳をあて、耳で聞き頬で感じて、目で胸と

腹の動きをよく見て、呼吸の乱れがないかを迅速に確認する。

２ 胸と腹の動きが無ければ「普段通りの呼吸無し」と判断して、

胸骨圧迫を行う。

胸骨圧迫

１ 胸の中央に両手を重ね、体重をかけながら、成人の場合は胸が

５ｃｍ、小児は胸の厚さの約１／３が沈む程度の強さ

で１分間に１００～１２０回のテンポで圧迫する。

２ 胸骨圧迫と人工呼吸を併用する場合は、

胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回（１回１秒

かけて吹き込む）のサイクルを組み合わせる。

人工呼吸

１ 片手で顎を上げて、気道を確保する。

２ もう片方の手で額に当てた手の親指と

人差し指で鼻をつまみ、鼻から空気が漏

れないようにする。

３ 人工呼吸用マウスピース（※）を使用して空気が漏れないよう

に口を覆い１秒ほど息を吹き込む。

その際、胸が持ち上がるのを確認する。

※ 人工呼吸用マウスピース等を使用しなくても、感染危険は極めて低いと言われて
いますが、感染防止の観点から、使用した方がより安全です。
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２ ＡＥＤの使用

第８章 自助・共助能力向上のための基礎的事項の紹介
第１ 応急手当

区分 行 動

ＡＥＤ

１ ＡＥＤの電源ボタンを押します。

２ 電極パッドを胸の右上と左下に貼り

電気ショックの必要があれば音声

メッセージが流れるので、傷病者

から離れボタンを押す。

３ メッセージに従って直ぐ胸骨圧迫

を再開する。

３ 止血法

⑴ 出血の種類

① 動脈性出血

・ 鮮やかな赤色の血液が、心臓の拍動に合わせるように噴き出す。

・ 大量出血すると死に至るので直ぐ１１９番通報する。

・ まず直接圧迫法を、効果が得られない場合は、間接圧迫法で止血

する。

② 静脈性出血

・ 黒っぽい赤色の血が湧くように流れ続ける場合は静脈からの出血

・ 傷口に包帯などをしっかり押し当てて直接圧迫法で止血する。

③ 毛細血管性出血（絆創膏等を貼って処置する。）

⑵ 大量出血

① 人間の全血液量は体重の７～８％で、体内の３分の１の血液が失われ

ると生命の危険がある。

② 真っ赤な血が噴出するような動脈性出血は、直ぐに止血が必要である。

⑶ 傷口は心臓より高い位置に保持する。

⑷ 異物が刺さっている場合は抜くと大量出血する場合があるので、抜くこ

となく布等で両側から固定し、安静に救急車の到着を待つ。
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４ 骨折対応・三角巾

⑴ 副木で固定する。

① 骨折の痛みがある場所をむやみに動かさない。

② 折れた骨を支える副木になる物を用意し、折れた

骨の両側の関節と副木を布等で結び、固定する。

⑵ 三角巾を使用する。

① 三角巾は身体の何処でも対応可能で、風呂敷などでも

代用可能

② 傷口の汚れは水で流し、滅菌ガーゼ等を当て使用する。

③ 結び目が傷口の真上にならないようにする。

止 血 法

直

接

圧

迫

法

１ 出血している部分に厚手のガーゼや清潔な布を

直接当て、手や包帯で３分以上、強く圧迫する。

２ 布の大きさは傷口を完全に覆う大きさが必要である。

３ 感染予防のため、ゴム手袋やビニール袋などを必ず

着用し、血液が付着しないようにする。

間

接

圧

迫

法

１ 直接圧迫法での止血が困難な場合に間接圧迫法を

行う。

２ 心臓に近い動脈を親指などで、骨に向かって押さ

えつけ、血の流れを一時的に止める。

３ 肘から先の出血は上腕内側中央で、いずれも親指

で強く押す。

４ 脚の出血は、出血側の脚を伸ばし大腿骨の付け根をこぶしで強く押す。

３ 止血法
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５ 火傷の程度と対処法

程度 組織 外見 症状 治癒

Ⅰ 度 表皮層 皮膚が赤くなる。 痛みとひりひりする感じ 数日

Ⅱ 度 真皮層

皮膚は赤くなり腫れた

感じで、水ぶくれができ

る。

真皮浅層の障がい（浅

Ⅱ度）では強い痛みと、

焼けるような感じ

１～

２週

間で

治癒

真皮深層の障がい（深

Ⅱ度）では痛みや皮膚の

感じがわからなくなる。

Ⅲ 度
皮下

組織

皮膚は白くなり、乾い

て固く弾力性がなく、場

所によっては焦げる。

皮膚の感じがわからな

くなり、痛みを感じない。

ｹﾛｲ

ﾄﾞ跡

が残

る。

⑵ 重度の火傷の処置

① 火傷した部分を手で水圧を弱めて、服を着たまま水冷

し、患部に刺激を与えないように、バスタオル等、十分

な厚さがある清潔な衣類で包む。

② 早急に医師の治療を受ける。

⑶ 軽度の火傷の処置

① 面積が身体の１０％未満（参考：片方の掌の面積が１％）の火傷なら、

早急に痛みが無くなるまで１５分以上清潔な水で冷やす。

② 断水時はペットボトルの水を使用する。

③ 留意事項

・ 衣類は着たままで冷やし、広範囲の場合は、

体が冷えすぎないように１０分以内とする。

・ 水ぶくれは破れないようにする。

・ 軟膏やアロエ、みそなどは塗らない。（傷が悪化する。）

⑴ 火傷の深さの判別
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５ 火傷の程度と対処法

⑷ 化学薬品の付着

① 身体に付着した薬品を直ちに、水で１０分以上洗い流す。

この際、患部を刺激しないようブラシ等でこすらない。

② 化学薬品が付着した衣類や靴等は速やかに廃棄する。

③ 化学薬品と容器を持って、早急に受診する。

⑸ 身体への引火

① 自分の衣服に火が付いたら、走って逃げない。（火が大きくなる。）

② その場に横になって床や地面に転がる、脱衣、身体を叩く、水をかけ

る等、早急に消火する。

③ 他人の服に火が付いたら、水をかけたり自分の着ている服を覆いかぶ

せて消火する。

６ 傷病者の負担軽減

⑴ 衣類を緩める。

楽な姿勢をとらせ「痛くないか」等と声掛けして本人

の希望を確認し衣服やベルトを静かに、ゆっくり緩める。

⑵ 体 温

① 悪寒、体温低下や顔面蒼白、冷や汗をかいている

場合は衣服や毛布等をかけて体温低下を防ぐ。

② 首の後ろ、わきの下、尾てい骨の上、股の付け根

の温度を調節することで体温調節できる。

・ 首の後ろ

血行を良くするツボにマフラー等を巻く、暑い時は保冷剤で冷やす。

・ わきの下及び股の付け根

体表面近くに太い動脈があるので、お湯を入れたペットボトルや保

冷剤で温冷することにより身体全体に効果がある。

・ 尾てい骨の上

カイロなどで温度調節することで、簡単に体温調節ができる。

③ 湯たんぽの作り方

水と沸騰した湯を１：１で混ぜ、約６０℃のぬるま湯にして、丈夫な

ペットボトル等に入れ、低温火傷防止のためタオル等で巻いて使用する。



57

７ 傷病者の体位管理

姿 勢 区 分 用 途

平らな所に仰向けに寝かせる。 １ 基本姿勢、リラックス姿勢

２ ショック状態や心肺蘇生する場合

顔を横向き、うつ伏せにする。 １ 吐いたり背中を受傷している場合

２ 吐しゃ物を喉に詰まらせない。

仰向けに寝かせ、毛布等で上半身

を少し起こす。（半座位）
頭を受傷して呼吸

が苦しそうな場合

半座位で膝の下に毛布等を当てて

膝を立てる。
腹痛や頭部を受傷している場合

脚を伸ばして座り、足と胸の間に

毛布等を挟み、上半身を預ける。

呼吸や胸が苦し

そうな場合

気道確保のため、横向きにして上

の脚の膝を９０度曲げて寝かせる。

呼吸はしているが、意識が

ない。（回復体位）

仰向けで膝より下を毛布等で３０

ｃｍ程度高くして仰向けに寝かせる。

熱中症、貧血、出血性ショック

（ショック体位）

８ ショック状態への対応

症 状 応 急 手 当

１ 目がうつろで、表情はぼんやり

２ 唇は白か紫（チアノーゼ）

皮膚は青白く、冷たい。

３ 呼吸は早く、浅い。

４ 冷や汗が出る。

５ 体は小刻みに震える。

１ １１９番通報

２ ショック体位をとる。

３ ネクタイ、ベルトを緩める。

４ 毛布や衣服をかけて保温する。

５ 声掛けをして安心させる。
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１０ 熱中症に対する応急手当

９ けいれんに対する応急手当

⑴ 発作中の転倒による怪我、気道

確保に注意する。

⑵ 周囲の椅子、机等は移動させる

か、広い場所へ移動させる。

⑶ 骨折のリスクを排除するため、

けいれん中に押さえつけない。

⑷ 舌を噛むことを防ぐために、口の中へ手や物をいれない。

⑸ けいれん発作後、反応が無ければ、心停止の可能性があるので救命処置

⑹ けいれん発作の持病があることがわかっている場合は、意識が戻るまで

回復体位にして気道を確保し、様子を見る。

症 状 応 急 手 当

１ 手足の筋肉の痛み、

筋肉が勝手に収縮する。

２ 体がだるいと訴え、

気分が悪くなり、吐き

気、頭痛、めまい、立

ち眩みが生じることが

ある。

３ ボーッとして注意力

散漫

４ 意味不明な言動は、

危険状態

１ 涼しい環境に退避させる。

風通しの良い日陰、冷房下の室内

２ 衣服を脱がせ、体を冷やす。

体位は仰向け（仰臥位）

⑴ うちわや扇風機で

風を当てる。

⑵ 水で皮膚を濡らし

風を当てる。

⑶ 水嚢で首、脇、太もも

の付け根を冷やす。

３ 水分、塩分補給

⑴ 経口補水液

⑵ スポーツドリンク

４ 受診、１１９番通報



傷病者や避難行動要支援者で自力歩行が困難な方を安全な場所に搬送する際、

周囲の方が協力して搬送できるように応急担架の使用法や資機材がない場合の

搬送要領について学んでおく必要がある。

１ 担架搬送法（応急担架含む。）

第２ 搬送法

区 分 要 領

担架

１ 通常、進行方向は、傷病者等の脚側を前に搬送する。

２ 搬送中は、震動や揺れを最小限にする。

３ 階段等の傾斜地の移動は、常時、傷病者等の頭側が上にな

るように進行方向の前は、上りは頭側を、下りは脚側にする。

応急

担架

搬送法は担架と同じ

棒と

毛布

毛布を広げ約３分の１の場所に１本

おき、棒を包み込むように、毛布を折り

返し、もう１本の棒を折り返した毛布

の上（端から１５ｃｍ以上確保する。）

におき、残りの毛布を折り返す。

棒と

衣服

５着以上の上着を用意し、

ボタンやチャックは閉めたま

まで両袖に棒を各１本を通す。

毛布

利用

１ 毛布の両端を丸めて持ち易くして握り、持ち上げる。

２ 棒がない場合で４人以上の協力者がいる場合に適する。
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２ 徒手搬送法（資機材なしの搬送法）

担架が使用できない場所で、安全な場所へ緊急移動させるための搬送法

第２ 搬送法
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区 分 要 領

１

名

で

搬

送

背部から後

方への搬送

傷病者の背部から脇の下に両手を通し

て臀部を吊り上げるようにして搬送する。

背負う搬送
傷病者を背負い、両膝裏を通して、傷病者の両腕を交

差または平行にしてその両手を掴んで搬送する。

横抱きの搬送 小児や小柄な人を横抱きで搬送する。

毛布等によ

る搬送

１ 傷病者を毛布等で包んで搬送する。

２ 傷病者の胸部・腹部を圧迫しない。

複

数

１ 傷病者の前後を抱える。

２ 搬送者が相互に向き合い両手を組ん

で、その間に傷病者を抱える。

３ 傷病者の首が前傾しないよう気道の

確保に留意する。

１ 必要性

大規模災害時、消防機関の活動は、以下のような状況により制限されるた

め、万一出火した場合は、自主防災組織が中心となり

初期消火や延焼防止を行う必要がある。

⑴ 建物倒壊、地割れ、停止車両による消防車

の通行不能

⑵ 火災の同時多発

⑶ 水道管折損による消火栓の使用不能

第３ 初期消火



２ 着意事項

⑴ 自主防災組織の消火・水防班が中心となり消火資

機材を点検し、有事の際整備不良で、機能発揮でき

ないということがないようにする。

⑵ 消火・水防班の消火活動基準及び消火資機材の取扱要領について、自主

防災組織の防災訓練等により訓練し、練度を維持する。

３ 消火・水防班の消火活動基準

⑴ 発災時、班員は自宅の出火防止及び家族の安全対策を講じた後、速やか

に消火資機材保管場所等、あらかじめ示された場所に参集する。

⑵ 組織の地域内が出火した場合は、必要最低限の班員が集合し次第、現地

へ急行する。

消火活動は、第１段階として周辺の消火器を、第２段階として可搬式小

型動力ポンプ等を使用する。

⑶ 放水は原則として屋外で実施する。

⑷ 火災が拡大し危険を感じた場合は、消火活動を中止し、避難する。

⑸ 消防機関が到着したら、その指示に従う。

⑹ 津波発生の可能性がある場合は、迅速に避難する。

第３ 初期消火

61



４ 消火資機材の取扱要領
⑴ 火元を確認し逃げ口を背にして消火する。炎が天井に達したら避難する。
⑵ 火元をゆっくり掃くように左右に振りながら、手前の火から消火する。
⑶ 屋外では風上から放射し、身体を低くし煙や熱気を避けながら消火する。

第３ 初期消火
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区分 取扱要領

消火器

消火器上部の安全ピンを抜き、ノズルを持って
火元に向けて、バーを握って消火剤を放射する。

屋内消火栓
（複数で操
作）

１ 起動ボタンを押し、赤色表示灯
が点滅するとポンプが起動する。

２ 消火栓の扉を開放しホースを延
長し、もう一人が開閉バルブを開
放後、火元に向け放水する。

道路上の消
火栓

１ 消火栓鍵を差し込み、腰を低くして蓋を開ける。

２ パイプを放口に結合しスピンドル

ドライバーを回して出水確認後、パ

イプに結合したホースを延長する。

３ ホースにノズルを「カチッ」と音

がするまで差し込み結合する。

４ ホースを伸ばし、ノズルを腰の位置で

保持し、合図して放水する。

可搬式小型
動力ポンプ

１ ドレンコックと放口バルブを閉め、吸水管をポン

プ吸水口に取り付ける。

２ 吸水管を防火水槽やプール等の水利に投入する。

３ ポンプを起動し、吐出し口にホースを接続して火

元まで延長する。

４ 火元に向けて放水する。

※ スピンドルドライバーは消防署及び
消防団で保有
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第４ 土のう作製・堆積要領

台形

台形
平行四辺形

水の流れ

上 流

水の流れ

下 流

２ 土のう堆積要領

⑴ 土のうを台形に整え、土羽打ち（どはうち）や角材等で叩いて固める。

その横に平行四辺形の土のうを叩き固めながら置いていく。

⑵ 土のうを２段積み以上にする際、下の土のうの接地面と、上の土のうの

接地面と重ならないよう、ずらして積む。

（下図参照、 は土嚢を締めた紐）

⑶ 土のうの短辺が重なるように積み、土のう底部を上流に向ける。
（長手積み）

１ 土のう作製要領

⑴ スコップで４～５杯の土を入れると袋の約７～８割となり、重さは２５

～３０ｋｇになる。

⑵ 土のう袋の紐を絞り、絞り終えたら親指を添え、その指の上を紐を２回

まわしたら、親指を抜き、抜いた隙間に紐を上から下に通して引き締める。

紐を通す 完 成
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第５ 車中避難

区分 留意事項

車内の
フルフ
ラット化

１ フルフラットにできる車両
２ シートの隙間・凹凸をクッション、衣服、タオルケッ
ト、エアマットで埋める又はエアベッドを敷く。

３ 大人一人のスペースは幅５５㎝＋α、長さ身長＋１５㎝位

寒暑対策

１ 寒さ対策
⑴ 窓にカーテン、銀マットを貼る。
⑵ コンパクト収納可能な寝袋の準備

２ 暑さ対策
⑴ 窓にウインドネットをとりつけ外気を入れる。
⑵ 窓開放のため、防犯上、人気のない場所は避ける。

防犯対策

１ こまめな施錠とカーテン等の取付け
２ 車内外における単独行動を避ける。
３ 避難所要員に車中泊者名簿と駐車位置を報告する。

１ 安全・安心な車中泊の留意

⑴ 車中泊の最低条件

① フルフラットのシートアレンジが可能または、隙間を埋めるクッショ

ンやエアベッド等でフルフラット化できること。

② 寒暑対策が講じられていること。

③ 防犯対策が講じられていること。

⑵ 車中泊避難の留意事項

平時から非常持出品、備蓄品を準備するとともに、

防災に生かせる野外生活での知識の修得やキャンプ用品等を準備する。

【背 景】

熊本地震では、車中泊避難者が多く、その理由は、①屋内が怖い、②プライ

バシーの保持、③子供やペットがいる等であったが、同じ姿勢をとり続けるこ

とによるエコノミークラス症候群の危険性が指摘されている。
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第５ 車中避難

⑶ 車中泊避難の心得

① 就寝時のエンジンかけっぱなしは厳禁（一酸化中毒

の可能性あり）寒い時は着込む、寝袋使用等の対策を

講ずる。

② 座ったまま座席での就寝は避け、車内をできるだけ水平

にして横になる。

③ 周囲に人気がない場所での駐車は避ける。

④ 傾斜地での駐車は避ける。（やむを得ず駐車する際はタイヤ留め）

⑤ 付近の商店やガソリンスタンドを事前に把握しておく。

⑥ 車中泊避難者同士、マナーを守り係争防止に努める。

２ エコノミークラス症候群対策

⑴ エコノミークラス症候群とは

食事や水分を十分摂取しない状態で、車などの座席に長時間座るなと、

同じ姿勢で足を動かさないと、血行不良などで血液が固まりやすくなる。

↓

血の固まり（血栓）が血管を流れ、肺の血管を詰まらせ、肺塞栓などを

誘発するおそれがある。

（熊本地震では多くの方が病院に搬送され、その８割は女性でした。）

⑵ 予防のポイント

① 時々、軽めの体操やストレッチ運動を行う。

② 十分、こまめな水分補給

（アルコールは脱水の可能性があるため控える。できれば禁煙）

③ ゆったりした服装で、ベルトをきつく締めない。

④ かかとの上げ下げ運動やふくらはぎを軽く揉む。

⑤ 就寝時は足を上げる。



２ エコノミークラス症候群対策
⑶ 予防のための脚の運動
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①足の指でグーをつくる ②足の指をひらく ③足を上下につま先立ち
する

④つま先を引き上げる ⑤膝を両手で抱え足の
力を抜いて足首を回す

⑥ふくらはぎを軽く揉む

⑷ その他の運動

① 足踏み運動（その場足踏み）

② お尻上げ運動（仰向けで両膝を立て、お尻を上げる。）

③ ストレッチ運動
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電気・ガス・水道・電話

第６ ライフライン停止時の対応

区分 内 容

電気

１ 停電になったら、電気製品はコンセントから抜く。

避難する際は、電気ブレーカーを「切」にする。

【理由】復旧時、スイッチの切り忘れによる火災の防止

２ 地震の揺れを感知して、事前に設定した震度でブレーカー

を遮断する感震ブレーカーを付けておくのも有効である。

３ 水に濡れた電化製品は、漏電の原因になるので使用しない。

４ 電気は、ライフラインの中でも比較的復旧が早いので、他

のライフラインをカバーできる。（電気ポット等）

ガス

復旧時、ガス管の点検や修復など遅れることが予想されるの

で、食事や入浴などガス利用不可能時の生活を考えておく。

１ 食事はレトルト食品を準備（湯があれば食べられる。）

２ 入浴

⑴ 夏は水浴または、ビニールプールに水を張り、日なたで

温水にして使用する。

⑵ 洗髪はドライシャンプー、体はウェットシートで清拭

３ 乳幼児のミルクは、哺乳瓶を使い捨てカイロ等で包ん

で人肌にして飲用する。

水道

１ トイレ用の水の確保（ポリタンク、風呂水の再利用）

流す際は、直接流さずタンクに入れてから流す。

２ まな板は、ラップやアルミホイルを敷く、食器

はビニール袋に入れて使用すると洗わずに済む。

３ 洗濯はできるだけ、水洗い。

４ ウェットティッシュの活用
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区分 内 容

電話

１ 自宅の電話より、公衆電話の方が比較的つながりやすいの

で、小銭やテレホンカードを用意しておく。

２ 被災地同士や被災地外から被災地への電話はつながりにく

いが、被災地から遠方へはつながる可能性があるので、遠方

の親戚や知人に仲介役になってもらう。

３ 「災害用伝言ダイヤル１７１」や「災害用

伝言板Ｗｅｂ１７１」の使い方を覚えておく。

第２章第１の９項「災害伝言サービスの活用

方法」（Ｐ２４）参照

４ 緊急以外の電話は控え、通話する場合は短切

にする。


